様式（第2条関係）

	
	
	
	注意
一　ポスターは、指定された番号の区画に貼って下さい。

二　この掲示場は、何選挙の候補者以外の方は使用できません。

三　掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
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色麻町選挙管理委員会
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備考

1　掲示板の区画は上下2段とし、その数は各選挙ごとに委員会が定める数とする。

2　各区画の寸法は、縦、横各々45センチメートルの正方形とする。

3　各区画に記入する番号は、第3条第2項の規定により区画の右端の上欄を1下欄を2とし以下左端の方向へ、上欄、下欄の順に一連番号で附する。

4　ポスター掲示場には、必要に応じ啓発事項を記載することができる。

